
   

 

こどもまんなか社会実現プラットフォーム入会規程 

 

（目的）  

第１条 この規程は、こどもまんなか社会実現プラットフォーム（以下「本会」という）規

約第６条及び第８条の規定に基づき、本会の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定め

るものとする。  

 

（入会基準及び手続）  

第２条 本会の会員として入会しようとする団体等に対しては、別表に掲げる主要事項をす

べて満たした入会申込書の提出を求めることとする。  

２ 前項の入会申し込みに対しては、規約に基づき幹事会において入会の可否を決定し、こ

れを申込者に通知する。 なお審査業務は入会担当幹事団体が行い、入会担当幹事団体の決

定を以って幹事会の決定とすることができる。 

 

（会員名簿及び会員に関する情報の取扱い）  

第３条 本会の会員は、会員の種別毎に、本会の管理する会員名簿に登録する。 

２ 前条の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員は、遅滞なく本

会が別に定める変更届を事務局に提出しなければならない。  

３ 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲に

ついて、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。 

 

（退会事由及び手続）  

第４条 会員は、本会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。この

場合は、会員名簿の登録を抹消する。  

２ 本会規約第８条の定めにより、会員の資格を喪失した場合、前項に準じて会員名簿の登

録を抹消する。  

 

（再入会）  

第５条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を

記した説明書と共に、改めて第２条に定める入会申込書の提出を求めることとする。  

２ 前項の再入会申込に対しては、第２条に定める基準により、本会幹事会において再入会

の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の会費がある場合には、

当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者

は、資格喪失後３年間は、再入会を認めないこととする。  

 

（改廃）  

第６条 この規程の改廃は、幹事会の決議をもって行う。  

 

（附則）  

 この規程は、２０２５年（令和７年）１１月１１ 日より施行する。 

 

  



   

 

（別表）  入会申込書に記載する主要事項 

  

（１）入会に際しての誓約  

「入会の上は、貴規約及び諸規程を遵守し、総会及び幹事会の決定に従います。」 

（２）欠格事由に関する誓約（別紙１）  

（３）反社会的勢力排除に関する誓約 （別紙２） 

（４）プラットフォーム会員が順守するべき行動規範および誓約（別紙３） 

（５）登録情報の入力 

・団体名、所在地、代表電話番号  

・任意団体、または法人格の種別（法人番号） 

・代表者氏名、役職  

・事務連絡者（氏名、所属部署、役職名、電話番号、メールアドレス） 

・活動分野 

・活動地域（４７都道府県から選択） 

・会員種別（正会員、協力会員、賛助会員） 

・活動内容の概要（１００文字以内） 

・こどもまんなか社会の実現に向けた事業、取組、想い（２００～４００字以内） 

・推薦を受けた幹事団体名、もしくは関係省庁、自治体との連携実績 


